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５
）
年
３
月
７
日
に
は
、「
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
令
和

５
年
法
律
第
48
号
／
以
下
、
改
正
法
）
が
国
会
に
提

出
さ
れ
、同
年
6
月
2
日
に
成
立
（
同
月
9
日
公
布
）

し
た
。

　

改
正
法
で
は
、
健
康
保
険
証
を
廃
止
す
る
と
と
も

に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
者
※ 1

が
必
要
な
保
険
診
療
等
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
当
該

者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
各
医
療
保
険
者
等
は
、
医

療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
の
資
格
確
認
の
た
め
の

「
資
格
確
認
書
」
を
、
書
面
ま
た
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
公
布
日
か
ら
１
年

6
カ
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
に
施
行
）。
そ
の

後
、
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
12
月
2
日
に
健
康
保

険
証
の
新
規
発
行
が
停
止
さ
れ
た
。
な
お
、
発
行
済

み
の
健
康
保
険
証
は
施
行
後
１
年
間
（
先
に
有
効
期

間
が
到
来
す
る
場
合
は
有
効
期
間
ま
で
）
有
効
と
み

な
す
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

要
配
慮
者
に
は
、申
請
に
よ
り

資
格
確
認
書
を
無
償
で
交
付

　

マ
イ
ナ
保
険
証
導
入
に
期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て

　2024（令和６）年12月2日に従来の
健康保険証の新規発行が停止され、以降は
マイナ保険証もしくは資格確認書による受
診受付が基本となりました（2024（令和
６）年12月 2日時点で有効な保険証は、
その後も最大１年間有効）。マイナ保険証の
利用でとくに課題としてあげられるのが、
施設に入所している高齢者等の受診です。
これまでは、本人の認知能力等に応じて保
険証を施設が預かり、管理することもあり
ましたが、個人情報漏洩のリスク等もある
ことから、これまでのように預かることが
難しいという声が出ています。国では「施
設管理の場合は鍵付きロッカーへの保管、
出し入れを記録、管理する職員の範囲を定
める」等のマニュアルを示していますが、
実際にどのように対応しているのか、事例
をみながら適切な管理について考えます。

従
来
の
保
険
証
か
ら

　
　
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
、
そ
の
後

従
来
の
保
険
証
の

発
行
停
止
ま
で
の
経
緯

　

２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
６
月
７
日
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重

点
計
画
」
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
の
促
進
が
掲
げ
ら
れ

た
こ
と
、
ま
た
同
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財

政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２
２
」
で
も
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
の
加

速
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
等
を
受
け
、
２
０
２
２
（
令

和
４
）
年
12
月
か
ら
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健

康
保
険
証
の
一
体
化
に
関
す
る
検
討
会
」（
デ
ジ
タ

ル
庁
）
で
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。
同
検
討
会
は

２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
２
月
に
、「
２
０
２
４
（
令

和
６
）
年
秋
に
保
険
証
の
廃
止
を
目
指
す
」
こ
と
を

中
間
と
り
ま
と
め
と
し
て
公
表
。
２
０
２
３
（
令
和

※１…�マイナンバーカードを紛失した・更新中の者、介護が必要な高齢者やこども等マイナンバーカードを取得していない者、ベビーシッター等の第三者が本人
に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合等

※２…�第 186回社会保障審議会医療保険部会（令和６年11月21日）資料３「マイナ保険証に関する現状」より WAMー2025.4 ●2

oka
WAM著作



は
、
①
デ
ー
タ
に
基
づ
く
よ
り
よ
い
医
療
が
受
け
ら

れ
る
、
②
手
続
き
な
し
で
高
額
療
養
費
の
限
度
額
を

超
え
る
支
払
い
が
不
要
に
な
る
、
③
救
急
搬
送
時
、

医
療
情
報
に
基
づ
く
総
合
的
な
判
断
に
よ
り
適
切
な

処
置
を
受
け
ら
れ
る
等
が
あ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
保
有
者
は
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
10
月
末

時
点
で
９
４
４
９
万
人
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

保
険
証
と
し
て
登
録
し
て
い
る
者
は
７
７
４
７
万

人
、
携
行
し
て
い
る
者
は
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年

８
月
時
点
で
保
有
者
の
約
50
％
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
経
験
は
約
５
人
に
２
人
（
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
）
と
な

っ
て
い
る
※2
。

　

ま
た
、マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
２
０
２
４（
令

和
６
）
年
10
月
時
点
で
約
16
％
と
な
る
な
ど
、
徐
々

に
伸
び
て
き
て
い
る
（
図
参
照
）。
従
来
の
保
険
証

の
有
効
期
限
が
迫
る
に
連
れ
、
利
用
率
は
さ
ら
に
伸

び
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

　

一
方
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が
簡
単
で
は
な
い

の
が
、
要
介
護
高
齢
者
や
障
害
者
等
で
あ
る
。
な
か

で
も
、
特
養
、
老
健
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
障
害
者

支
援
施
設
等
で
は
、
急
な
受
診
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
等
に
備
え
、
利
用
者
・
入
所
者
の
健
康
保
険
証
を

預
か
っ
て
い
る
（
管
理
し
て
い
る
）
施
設
が
全
体
の

８
割
強
に
の
ぼ
る
が
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
管
理
に
つ

い
て
は
、９
割
以
上
が「
管
理
で
き
な
い
」と
し
て
い

る
※3
。そ
の
理
由（
複
数
回
答
）と
し
て
は
、「
カ
ー
ド
・

暗
証
番
号
の
紛
失
時
の
責
任
が
重
い
」（
91
・
1
％
）、

「
カ
ー
ド
・
暗
証
番
号
の
管
理
が
困
難
」（
83
・
8
％
）、

「
不
正
利
用
、
情
報
漏
洩
へ
の
懸
念
」（
73
・
5
％
）、

「
家
族
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
」（
41
・
0
％
）
等
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
声
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
で
は
、「
高

齢
者
・
障
害
者
等
の
要
配
慮
者
の
方
々
に
お
け
る
マ
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オンライン資格確認の利用件数（万件） マイナ保険証の利用件数（万件）　 　　　　利用率

※利用率＝マイナ保険証利用件数／オンライン資格確認利用件数

【10月分実績の内訳】

合計 マイナンバー
カード 保険証

病院

医科診療所

歯科診療所

薬局

総計

特定健診等情報
（件） 薬剤情報（件） 診療情報（件）

病院

医科診療所

歯科診療所

薬局

総計

＜参考＞
令和６年10月のマイナ保険証利用人数（1,657万人）から、当該月に医療機関に受診した人の推計値（6,752万人）を用いて、一月に医療機関を受診した人のうち、
マイナ保険証を利用した人の割合（推計値）を算出すると以下のとおり。　

医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合　　　　　　　　　　　　　24.5%
医療機関受診者（MNC保有者）に占めるマイナ保険証利用者の割合　　　　　 32.4%
医療機関受診者（マイナ保険証登録者）に占めるマイナ保険証利用者の割合　　39.6%

（※）10／28～11／8の間の解除申請登録数が792件、
　　　10／26から11／10までの利用登録の増加件数が約67.8万件

※医療機関受診者数とマイナ保険証利用者数は、月内に保険者を異動し、両保険者において医療機関を受診した又はマイナ保険証を利用した場合はダブルカウントされる。
※医療機関受診者数については、加入者数に患者割合をかけることで算出。加入者数については令和6年6月までは医療保険医療費データベースによる実績値、7～10月は過去の伸び率から推計して算出。
　患者割合は、令和4年度の医療給付実態調査における診療種別計の患者割合を元に、医療保険医療費データベースにおける直近の入院外＋歯科の受診率を用いて推計し算出。
※医療機関受診者のうちMNC保有者及びマイナ保険証保有者の算出は、全人口のうちMNC保有者（75%)やMNC保有者のうちマイナ保険証利用登録者（82.0%)）を用いて推計。

※紙の保険証受診であってオンライン資格確認を利用しない場合も含めた資格確認総件数は、直近で約2.46億件（令和5年6月）
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オンライン資格確認の利用状況図

第186回社会保障審議会医療保険部会（令和６年11月21日）資料３より

※３…�「保険証廃止に伴う高齢者施設等への影響調査―全国の特養・老健1219施設の意見―」（全国保険医団体連合会　2023年３月24日－2023年4月
10日調査）
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精
神
科
基
幹
病
院
と
し
て

治
療
か
ら
地
域
生
活
ま
で
支
え
る

　

広
島
市
西
区
に
あ
る
医
療
法
人
社
団

更
生
会
こ
こ
ろ
ホ
ス
ピ
タ
ル
草
津
は
、

広
島
県
西
部
の
精
神
科
基
幹
病
院
と
し

て「
い
つ
も
、あ
な
た
の
そ
ば
に
」と
い

う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
地
域
に
根
ざ

し
た
精
神
科
医
療
を
提
供
し
て
い
る
。

　

法
人
の
沿
革
と
し
て
は
、
昭
和
8
年

に
佐
藤
外
科
医
院
を
開
設
し
た
こ
と
に

始
ま
る
。
そ
の
後
、
草
津
病
院
に
名
称

変
更
を
行
い
、
精
神
科
救
急
医
療
施
設

と
し
て
地
域
の
救
急
医
療
を
支
え
る
役

割
を
担
う
と
と
も
に
、
広
島
市
西
部
認

知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
認
知

症
の
早
期
発
見
、
周
辺
症
状
の
治
療
な

ど
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

専
門
的
な
治
療
だ
け
で
な
く
、
相
談
支

援
、
訪
問
看
護
、
自
立
訓
練
（
生
活
支

援
）
事
業
所
、
就
労
支
援
事
業
所
を
整

備
し
、
治
療
か
ら
地
域
生
活
ま
で
包
括

的
な
サ
ポ
ー
ト
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

現
在
の
病
床
数
は
４

２
９
床
で
、
そ
の
内
訳

は
精
神
科
救
急
急
性
期

医
療
入
院
料
が
２
８
６

床
、
精
神
病
棟
入
院
基

本
料
が
96
床
、
認
知
症

治
療
病
棟
が
47
床
と
な

っ
て
い
る
。
う
つ
病
な

ど
の
気
分
障
害
、
統
合

失
調
症
、
認
知
症
、
ア

ル
コ
ー
ル
依
存
症
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
疾

患
に
対
応
し
て
い
る
。

　

地
域
に
お
け
る
精
神

科
の
医
療
提
供
体
制
と

し
て
は
、
県
西
部
の
精

神
科
救
急
輪
番
病
院
は

2
施
設
の
み
で
、
身
体

疾
患
や
認
知
症
慢
性
期

の
診
療
を
行
う
病
院
は
比
較
的
充
実
し

て
い
る
も
の
の
、
合
併
症
に
対
応
で
き

る
病
院
が
少
な
く
、
精
神
科
救
急
や
合

併
症
、
認
知
症
急
性
期
の
医
療
ニ
ー
ズ

が
高
く
な
っ
て
お
り
、
同
院
が
地
域
で

担
う
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
地
域
と
つ
な
が
る

精
神
科
病
院
を
目
指
し
て

　

同
院
は
、
令
和
6
年
8
月
に
本
館
と

な
る
新
棟
を
開
設
す
る
と
と
も
に
、
病

院
名
を
「
草
津
病
院
」
か
ら
「
こ
こ
ろ

ホ
ス
ピ
タ
ル
草
津
」に
改
称
し
て
い
る
。

　

病
院
名
を
改
称
し
た
経
緯
に
つ
い

て
、
理
事
長
・
院
長
の
佐
藤
悟
朗
氏
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
平
成
30
年
に
広
島
県
で
豪
雨
災
害

が
発
生
し
、
災
害
派
遣
精
神
保
健
医
療

チ
ー
ム
『
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
』
に
参
加
し
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
安
否
確
認
や

診
察
を
す
る
た
め
被
災
地
に
入
り
ま
し

た
が
、
精
神
科
へ
の
抵
抗
感
か
ら
受
診

を
拒
否
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
治
療

精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築に向けて

　広島市にある医療法人社団更
生会こころホスピタル草津は、
精神科基幹病院として専門的な
治療から地域生活まで包括的に
サポートしています。令和 6 年
8 月に新棟の開設に伴い、現在
の病院名に改称し、受診のハー
ドルを下げるとともに、地域の
無治療の患者を医療につなげる
ことを目指しています。その取
り組みについて取材しました。

— 広島市・医療法人社団更生会 こころホスピタル草津 —

施設の概要施設の概要

〒 733−0864
広島市西区草津梅が台 10−1
  TEL   082−277−1001
  FAX   082−277−1008　　
  URL   https://www.kusatsu-hp.jp

病院開設：昭和 8 年
理 事 長／院長：佐藤　悟朗
病 床 数：429 床（精神科救急急性期医療

入院料 286 床、精神病棟入院
基本料 96 床、認知症治療病棟入院料 47 床）

診 療 科：精神科、心療内科、神経内科、内科
法人施設：相談支援事業所、訪問看護ステーション、自立訓練（生活訓練）事業所、就労

移行支援・就労継続支援 B 型事業所
指定施設： 広島市西部認知症疾患医療センター、広島市西区障害者基幹相談支援センター

医療法人社団 こころホスピタル草津更 生 会
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〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 総務部 広報課
TEL：03-3438-9240 fax：03-3438-9949

月刊誌「ＷＡＭ」は1年間の定期購読誌です。

購読料／1年間・・・・8,988円（税、発送料込）
体裁／A4変型判 本文36ページ
編集・発行／独立行政法人福祉医療機構
編集協力／株式会社法研

続きは、

本誌にてご覧ください。

月刊誌

定期購読のごあんない

お問い合わせ

定期購読のお申し込みはこちら

https://www.wam.go.jp/hp/publish-tabid-69/publish-wam_subscription-tabid-2676/

